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第三ステップ 

 交渉・決定 

（2007年 10月 24,25,26日） 

第四ステップ 

 計画の実行・実践に

ついての考察。 

1200 人を集め、34 の

作業部会を開催。 

環境グルネル会議 

 

  

 

 

 

 持続可能な発展を目指し、かつてない規模で各界を動員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法整備 

 

グルネル実践に向けての法的枠組みを以下の三部構成で整備。 

 グルネル第一法と呼ばれる、グルネル環境会議実施計画法。2009

年 7 月 23 日可決成立、同年 8 月 3 日発布。 

 「環境に関する国家コミットメント」法、別名グルネル第二法の

制定案。2009 年 1 月 7 日内閣閣議にて可決。2009 年秋、上院の経

済問題委員会にて討議後可決。 

 グルネル第三法と呼ばれる、2009 年財政法における緑化のための

一連の税制措置（2008 年 12 月 9 日可決）。 

 

 

 

第一ステップ 

 対話と法案作成（2007 年 7

月 15 日～9 月 25 日） 

 

第二ステップ 

 国民の意見聴取に 3 万人以

上が参加。（2007 年 9 月 28

日～10 月 19 日） 

 

 前例のない協議プロセス 

 何より共同体制を第一とした法

案作成 
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環境グルネル第一法 

 

 2009年7月23日、ほぼ全会一致で可決 
 

記憶にとどめたい、キーとなる二つの出来事 

 ジャン＝ルイ・ボルローが、環境グルネル会議でのコミットメント実施計画法の制

定案を一般陳述（2008年4月）。 

 閣議説明及び国民議会への法案提出（2008年6月11日）。 

 

成立までの歩み 

 グルネルでのコミットメントを忠実に再現した計画法案。 

 2008年10月21日国民議会での第一読会、及び上院にて歴史的な票差で可決（国民

議会：賛成526票、反対4票。上院：賛成312票、反対0票）。議会の第二読会にお

いても、再度ほぼ全会一致で可決され、両院議員同数の代表からなる委員会報告の

後、7月23日に最終可決。2009年8月3日発布、8月5日フランス共和国官報に掲載。 

 この投票結果は、2007年夏に開始された法案共同作成作業の結論を議会が受け入

れたことを示すもの。 

 

この法案の主要原則 

 生態保護対策の緊急性と速やかに行動に移す必要性を共通に認識：環境を守り、

持続可能な競争力を確立するためにすぐにも行動せねばならない。 

 長期的視野に立った新しいガバナンスの必要性：グルネル後の進捗管理委員会を

定例化する、持続可能な発展を遂げるための国家戦略の進捗を議会で年に一度陳

述する、など。 

 証明責任の徹底：公共団体が、環境にある程度以上の影響を及ぼしかねない事業

実施の判断を下す際に、適正価格の範囲であり、かつ環境のためにそれ以上優れ

た選択肢がないことを証明する義務。 
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1.建築業界 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 建築業界を気候変動対策ナンバー１の現場とすること 
 2012 年末までにすべての新築建築物に「低消費建築」規格（一次エネルギー換算

で、一年に 1 平方メートル当たり 50kWh 以下）を適用する（第三次産業と公共

建築については 2010 年末）。 

 温室効果ガス削減を奨励するために、建築物の場所や使用目的を考慮して、この

基準を調整する。 

 2020 年までに既存建築物のエネルギー消費を 38％削減する。 

 大胆な建築物熱効果改善計画を作成する：2013 年以降、毎年 40 万棟を全面改修。

公共建築物については計画を早期化する。 

 社会福祉住宅のうち、一平方メートルあたりの年間エネルギー消費量が一次エネ

ルギー換算で 230kWh を越える 80 万戸については、別個の改修計画を企てる。

都市改善国家計画指定区域では、18 万戸の社会福祉住宅を改修する。 

 財政的な促進策を考案する。 

 省エネルギー投資を促進させるための資金調達を目的に、銀行業界及び保険業界

との合意締結を進める。 

 学校教育、生涯教育の改善を促す。 

 若者の雇用促進緊急施策を、環境関連の職業、特に建築業界での環境関連の職業

に結び付ける。 

 

ここでもはじまっています 

 AFPAとエコ建築 

成人職業研修協会（AFPA）は、職業訓練プログラムに2009年1月から建築とエコ建築

業界についての研修を追加しました。特に、エコ建築・省エネルギー・再生可能エネ

ルギーに対する意識を高め、職業として特化するアプローチを提案しています。詳し

くは以下のサイトにて。www.afpa.fr 

 不動産取引業者 

2008年5月、ジャン＝ルイ・ボルローは、不動産取引業関係者らと協約をかわしまし

た。これは、不動産購入者や賃貸人に、建築物のエネルギー性能、すなわちエネルギ

ー消費と温室効果ガス排出についての詳細情報を提供することを目的としたもので

す。不動産取引業関係者らは、売買・賃貸の不動産広告上にて、エネルギー・気候ラ

ベルの表示を拡大することを約束しました。 

 

http://www.afpa.fr/


5  環境グルネル会議 

2.都市計画 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 環境方針文書と都市計画実行計画文書を矛盾のない形にする。都

市圏規模で制定されたものは、特にその矛盾がないようにする。 
 

 農耕地や自然地域の縮小と、都市地域の拡大に歯止めをかける。 

 都市計画税制の改革を検討する。人為改良地拡大防止のための促進策制定の可能

性を探る。 

 人口密度と公共機関交通サービスのレベルを比例させる。 

 エコ地区開発と都市計画権改定を早期に進める。 

 生物多様性保護と、都市部での気候変化対応のため、都市部に自然を取り戻す計

画を立案する。 

 都市計画の規定により、建築物のエネルギー性能改善工事が妨げられることがな

いようにする。 

 地価について：新しい交通機関が敷設されれば、その沿線の地価が上昇する。交

通機関を運営する公共団体・当局は、新規交通機関建設計画の際、沿線の土地や

建物に対し、その地価上昇分に対する税を制定して新たに資金調達を図ることが

できるだろう。 

 

ここでもはじまっています 

 ペルピニャンと気候変動 

ペルピニャンとその都市圏共同体は、都市開発の基本方針と開発方法を大きく変える

ことを目指しており、これを公式化するため、2008年1月18日、ジャン＝ルイ・ボル

ローと協約書を締結しました。協約書は、以下の6つの項目を大きなテーマとしてい

ます。ポジティブエネルギーの街、列島の町（都市計画と都市空間管理）、農業と食

料品、持続可能な移動手段（交通と移動）、破壊されやすい自然源と自然スペース、

エコ市民の街。詳しくは以下のサイトにて。 

http://www.mairieperpignan.fr/index.php?np=1736 

 エコ地区のために 

当省では、エコ地区専用のサイトを新しく立ち上げました。このサイトではたとえば、

エコ地区を作るための10の原則を詳細に説明し、参考資料、ガイドブック、手続き、

手段を提示しています。だれもがエコ地区を立ち上げられるよう、いくつかの先行実

験プロジェクトも詳しく掲載されています。詳しくは以下のサイトにて。 

http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/ 
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３．交通 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 2020年までに温室効果ガス排出を20％削減し、このセクターで

の化石燃料（hydrocarbures）への依存を減らす 
 

商品輸送を「すべて道路輸送で」という考えをやめる 

 スペイン、ポルトガル、イタリア方面への高速海路や高速鉄道を開発する。 

 2011 年より大型自動車に対して環境税を制定し、道路に変わる交通インフラ整備

の財源とする。 

 2022 年までに道路輸送と空輸以外の輸送割合を 14％から 25％に引き上げる。 

 2012 年までに、貨物輸送のうち、道路輸送と空輸以外の割合を 25％引き上げる。 

 鉄道・河川交通による港湾へのアクセスを整える。 

 河川輸送網を復活、修復、拡大する。特にセーヌ川から北ヨーロッパ方面への運

河建設をすすめる。 

 

旅客輸送には公共交通手段を優先 

 国は、専用レーンを走る都市圏交通開発の第一段階として、2020 年までに 25 億

ユーロを投じる。 

 2020 年までに全長 2000km の超高速列車を始動させる。 

 交通網の新規開発により、既存のインフラ設備の改良・改修が妨げられないよう

にする。 

 列車情報をリアルタイムで乗客に伝えるようにするなど、RATP 網とイル・ド・

フランス地方のフランス国鉄網を改善する。 

 

航空輸送による公害を減らすために 

 航空輸送に関して、2020 年までの目標を定める（乗客一人当たり、1km あたりの

燃料消費を 50％削減する。騒音を 50％削減する）。 

 

その他の施策 

 道路に代わる交通手段を優先する。公共交通を優先する。 

 交通インフラ、交通設備、公共交通サービス用の財源作りに革新的な方法を探る。 

 貨物輸送や公共交通機関として復活させるべく、廃止された鉄道路線用地に目を

向ける。 

 時間帯、エネルギー消費効率や車の占有率に応じ、高速道路料金を変動性にする。 

 議会の会期に一度、新規交通インフラの国家基本計画を見直し、議会に提出する。 
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ここでもはじまっています 

 フランス郵便とエコ運転 

フランス郵便は2012年までに自社の二酸化炭素排出量を15％削減することを目指し

ています。郵便配達員は全員がエコ運転研修を受けており、また、集配用には二酸化

炭素排出ゼロ車輌の購入を検討しています。 

なお、フランス郵便は、郵便物の集配用に41,000台の車輌を保有しています。詳しく

は以下のサイトへ。www.laposte.fr 

 航空業界 

2008年1月、ジャン＝ルイ・ボルローは、空輸会社、航空機産業、航空会社、空港と

協約書を締結しました。これは、これら事業者が二酸化炭素排出量と騒音の削減を約

束するものです。詳しくは以下のサイトへ。www.legrenelleenvironnement> 

engagements signes par le ministre. 

 

４．エネルギー 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 気候-エネルギー 

 

 2012 年までに「気候・エネルギー地方計画」と呼ばれる行動計画を作成するよう、

地方公共団体に働きかける。 

 2011 年までに、国家規模での気候変動対策計画を産業界ごとに立案する。 

 北極圏保護を積極的に押し進める。 

 

温室効果ガス排出量の大幅な削減に貢献する 

 製品のエネルギー消費規格を適用する。 

 製品のエネルギー消費表示を拡大する。 

 エネルギー消費の大きい製品、製法、機器、車輌を徐々に廃止する。 

 2010 年から始まる、欧州連合規模での白熱電球廃止を支援する。 

 省エネルギー証書施策を拡充する。 

 従業員 250 人以上の法人について、エネルギー・温室効果ガスに関する現況調査

を拡大して行う。 

 エネルギー源を多様化する。特に再生可能エネルギーについては、2020 年までに

最低 23％に拡大する。 

 フランス政府として、ヨーロッパの温室効果ガス排出割り当て取引システムを新

しい産業セクターに広げることを支持する。 

 気候・エネルギー課税制度制定の可能性を探る。 
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 新設の石炭火力発電所に、炭素収集・貯蔵設備を設置する。 

 水力発電の有用性を認め、管理体制を高める。 

 地方ごとに再生可能エネルギー基本計画を作成する。 

 農業由来の燃料を指す名前として、バイオ燃料にもっと技術的な名称をつける。 

 再生可能エネルギー由来の熱生産・供給の発展を支援するための基金を創設する。 

 50％以上が新再生可能エネルギー由来である熱供給網を支援する。 

 コミューンに対して：事業用建築物のうち、必要な暖房の一部または全量を補う

ために廃棄物処理場と連結している建築物について、固定資産税を 5 年間免除す

る。 

 大気の質向上政策と気候変動対策に矛盾がないようにする。 

 

ここでもはじまっています 

 二酸化炭素排出量表示 

大規模流通企業２社と銀行１社が、含有炭素量の表示により、自社の製品やサービス

の環境コストを顧客に提示することを決めました（炭素指標、預金製品の持続可能な

発展ラベル、など） 

 白熱電球の使用終了に向けて 

本省は大規模流通企業や工具店の関係者と協約書を締結し、白熱電球の販売を取りや

め、低エネルギー消費電球の販売促進をすすめることとしました。 

白熱電球は購入価格が安いものの、低エネルギー消費電球に比べてエネルギー消費量

は4～5倍で、製品寿命も6分の1から10分の1と短いため、消費者にとっても最終的に

高くつくことになります。 

 

5.生物多様性 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 生物多様性を維持・向上させる 
 

 2012 年までに、国土全体をカバーするグリーンベルト（保護緑地帯）とブルーベ

ルト（保護水域）を制定する。これは、国の枠組みと一致した形で、各地方の主

導の下、地方公共団体や関係者の協力を得て制定するものとする。 

 生物多様性保護のための国家戦略を強化する。 

 国家領海域の 10％を保護海域とする制度を設ける。 

 絶滅の危機に瀕した動植物 131 種を保護するため、5 年以内に保護管理区・復元

管理区計画を設ける。 

 海洋と沿岸海域をあわせて管理する新しい形のガバナンスを設ける。 
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 自然空間を管理する地方機関について、法の中で初めて言及する。 

 

その他の施策 

 他に手段がないために仕方なく生物多様性を害してしまう場合には、その補償を

義務づける。 

 生物多様性によってもたらされる利益を正当評価する原則を明示する。 

 生物多様性を害する可能性のある税制施策を六ヶ月以内に是正するよう提案する。 

 都市計画案、インフラ基本計画や地方税制の中に、グリーンベルト（保護緑地帯）・

ブルーベルト（保護水域）施策をどのように組み込むかは、2009 年末までに監査

により定められる。 

 養蜂業の体系化を国として支援する。 

 2 万へクタールの湿地帯を地方公共団体に獲得させ、人為開発の手から守る。 

 気候変動専門家による政府間グループ（GIEC）をモデルに、生物多様性について

の国際科学鑑定グループの創設を支援する。 

 北極圏国際科学委員会の創設を支援する。 

 5 年後までに海外領土の領海 10％を保護する。 

 

ここでもはじまっています 

 グレジボダン生物回廊地帯 

イゼール県議会は県内の生物回廊地帯復元についての作業を進め、生態系と都市機能

の間で摩擦が生じている地域を600箇所確認しました。2008年から2013年までの計画

では、10項からなる行動計画を立案、中でもグレジボダン谷では6つの生物回廊地帯

の復元を計画しています。このプロジェクトはヨーロッパレベルでの資金援助を受け

ています。 

詳しくは以下のサイトへ。www.isereenvironnement.fr 

 

6.水 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 2015年までに、海洋・河川を問わず、あらゆる水域で生態系が

良好な状態となるようにする。または将来良好な状態となる見通しがつ

くようにする。 
 

 2015 年までに、良好な状態の河川・海洋の数を倍増させる。 

 2012 年以降、リン酸の使用を禁止する。 

 現在もっとも危険にさらされている 500 箇所の飲用取水場の保全については、植



10  環境グルネル会議 

物害虫駆除剤の問題を含め、2012 年までに行動計画を作成する。 

 飲用取水場周辺地域では、薬剤投入の尐ない有機農業栽培を優先する。 

 下水処理場を早く現行規格に適合させる。 

 衛生基準を考慮しつつ、雨水と下水の採取、再利用をすすめる。 

 水域での主要危険物質含有量を減らす。 

 水産動物の回遊に特に問題となる障害物の除去または整備を検討する。 

 水域監視を強化し、市民への環境データ提供を進める。 

 

その他の施策 

 水の取水量と使用量を制限するための行動を広めることを国の目標とする。 

 水道網の漏水検知を広く実施するための行動を開始し、必要な工事を計画する。 

 海洋では、港湾水域のみならず全水域において、石油タンカーのタンクのガス抜

き、バラストの水抜き、外来種の水域進入に対する対策を強化する。最も危険に

さらされている水域（生態保護水域）では特に対策強化が必要である。 

 

7.農業 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 農業の改革を開始、促進する。 
 

 有機農業を育成する（目標は、2012 年に有効農耕面積の 6％、2020 年に同 20％）。 

 2009 年から、有機農業に対する減税を二倍にする。 

 農業経営の環境評価認定プロセスを制定する（2012 年に 50％の経営者に実施）。 

 持続可能な農業の実践を広める（植物害虫駆除剤のうち、もっとも影響の懸念さ

れる 40 品目を 2010 年末までに使用中止とする）。 

 特別な許可がない限り、植物害虫駆除剤の空中散布を禁じる。 

 農産物の原産地・品質の公定表示に、徐々に環境規定を付け加えるという目標を

定める。これは業界が自発的に行うことが望ましい。 

 牧草を家畜の主な飼料とするために草原や牧草地の維持と回復を支援する。 

 

森林に関するその他の施策 

 森林政策の中に気候変動対策を組み込む。 

 建築物への木材使用を奨励する。 

 持続可能な森林の管理をめざし、森林管理評価証書の基本方針を定める。これは、

公共事業での木材購買にあたって国の承認基準とするためのものである。 

 2010 年以降、公共建築物には、森林管理評価証明済みの木材か、持続可能な方法
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で管理をされている森林で伐採された木材のみを使用する。 

 

その他の施策 

 種子目録を拡大し、特に旧来種に対応できるようにする。 

 ミツバチ緊急対策計画作成に当たっては、別途行われる毒物評価を参考とする（化

学物質全体がミツバチに及ぼす影響の評価）。 

 農業運営のエネルギー診断に減税措置を規定する。 

 これといった問題のない自然調合品については、市場発売手続きを簡略化する。 

 農産物貿易において環境対策が考慮に入れられるよう、世界貿易機関へ働きかけ

る。これは、市場競争に不均衡を生じさせないためである。 

 

ここでもはじまっています 

 大規模小売流通と有機食品 

2008年2月、大規模小売流通業者らは、有機・オーガニック製品の取り扱い割合を年

に15％ずつ増加していくことを決めました。現在フランス国内の食品売上げの内、有

機食品の占める割合は1％にとどまっていますが（ドイツは3.3％）、成長著しい分野

であることは確かです。製品レンジの広がりと、一般消費者の関心の高まりによって、

有機食品の売り上げは、1999年以降、年に9.5％ずつ拡大しています。 

 

８．研究 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 国として優先する研究内容： 
 

 再生可能エネルギー。 

 エネルギー貯蔵。 

 燃料電池。 

 二酸化炭素の採取と貯蔵方法の確立、建築物のエネルギー効率。 

 陸・海・空の輸送用車輌と交通システム。 

 第二世代、第三世代バイオ燃料。 

 生物多様性。 

 生態系の理解。 

 環境保護を左右する行動要素及び経済要素の分析。 

 気候変動の観察と理解、変動への対処。 

 多分野にわたる環境衛生研究拠点での研究方針に，生態系汚染学と生物学を組み

入れる。 
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この目標に基づく行動計画 

 国は 2012 年までに、持続可能な発展のための研究に 10 億ユーロを追加出資する。 

 2012 年末までに、環境技術と環境汚染防止のための研究費用を、民間原子力研究

費用と同レベルにする。 

 欧州連合レベルでの連携により、研究施設のネットワーク化、試験場の設置、主

要研究拠点の組織化あるいは強化にますます力を注ぐ。 

 環境責任に関する技術革新を支援する。そのために、特に環境分野に関わる地域

産業クラスターを動員し、クラスター同士を連携させる。 

 様々な教育機関、職業分野において、持続可能な発展についての研修を進める。 

 

ここでもはじまっています 

 生物多様性のための基金 

2008年2月から、生物多様性のための科学基金では、科学利益連合体のメンバーであ

る8つの研究機関（農業環境工学研究所Cemagref, 農業開発国際協力センターCirad, 

国立科学研究センターCNRS, 国立海洋開発研究所Ifremer, 国立農学研究所Inra, 開

発研究所IRD, 自然史博物館Museum, 地質・鉱山研究所BRGM）を通じ、科学界を動

員しはじめました。目的は、科学知識に共通の土台を作り、その知識を広めることで

す。 

 

9.リスク、衛生、環境 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 環境政策を衛生政策の一環とする 
 

 第二次衛生・環境国家計画を作成する。これは、毒性物質の使用法を正しく心得

て、使用管理し、使用量を減らすためである。この計画では、トリクロロエチレ

ンやテトラクロロエチレン、外因性内分秘撹乱物質（環境ホルモン）、幼尐児へ

の影響、汚染物質が胎児の健康にもたらす影響、といった憂慮される事項も取り

扱うものとする。 

 2012 年 1 月 1 日までに、従業員用健康手帳を準備し、職業上で危険物質にさらさ

れた履歴を記す制度を整える。企業との討議の上、もっとも健康被害の心配され

る物質についてこの制度の試行の予定を立てる。 

 大気中の微粒子を削減する計画を立てる。目標は、大気中の 2.5 ミクロメートル

未満の微粒子量を 1 立方メートルあたり 10 ミクログラム以下に減らすことであ

る。 
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 建築・内装用材料の揮発性汚染物質の内容量と揮発量を表示する。 

 各県に屋内環境カウンセラーの役職を設置する。 

 消費量の多いその他カテゴリーの製品にも製品表示を拡大することを検討する。 

 騒音被害の甚大な箇所をリストアップし、その中でもっとも被害の深刻な場所に

ついては 7 年以内に解決を図る。 

 信用のおける独立機構による電磁波の監視・測定措置を制定する。 

 電磁場が健康に及ぼす影響についての科学的研究をまとめ、2009 年末までに議会

に提出する。 

 人工灯の照明量を管理、制限する。 

 ナノ微粒子状態にある物質の使用について、2009 年末までに国民レベルでの討議

を始める。 

 ナノ微粒子状態にある物質の特質と使用については、届出義務があることを国民

と消費者に知らせる。 

 2010 年までに、汚染された可能性のある地域のリストアップを完了する。 

 災害防止政策を強化する（アンティーユの地震対策計画など）。 

 地中海と大西洋海域において、津波警報地方センターを設置する。 

 

10.廃棄物 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 ゴミ削減政策を強化する 
 

 今後 5 年間、住民一人当たりの家庭ゴミ排出量を毎年７％ずつ削減する。 

 資源再利用と有機リサイクルの量を増やす。家庭ゴミとその類のゴミのうち、資

源再利用と有機リサイクル処理にまわる量を 2012 年に 35％、2015 年に 45％に

引き上げることを目標とする。家庭梱包ゴミと企業一般ゴミについては、2012 年

までにその 75％を資源再利用と有機リサイクル処理することを目標とする。 

 焼却・貯蔵処理の量を制限する。2012 年までに 15％削減する。 

 

この目標に基づく行動計画 

 廃棄物処理の方法として、再使用、ゴミ分別、資源活用、リサイクルを優先する。 

 その他の残留廃棄物処理においてはエネルギー活用を優先する。 

 ゴミ削減政策奨励のため、エコ・コンセプション（製品設計段階での環境配慮）

を推進する。 

 エコ・コンセプション（製品設計段階での環境配慮）の基準を考慮して、各企業

のエコ・オーガニズムへの拠出額を調整する。 
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 ゴミ削減と資源再利用を進めるため、廃棄物貯蔵施設と焼却施設への税制を強化

する。 

 家庭ゴミ収集料や家庭ゴミ収集税の一部を変動性にするシステムを今後 5 年以内

に実施する。 

 廃棄物流通の管理向上のため、拡大生産者責任の仕組みを広げる。 

 拡大生産者責任の仕組みにもとづく各エコ・オーガニズムに国の査察官を置くと

ともに、安全な財政管理制度を敷く。 

 過剰包装のないよう特に注意する。 

 家具調達や大工仕事などで出る粗大ゴミについては、適切な機構による法規的・

経済的管理が必要である。 

 

ここでもはじまっています 

 簡易包装＝ゴミ削減 

本省は2008年10月、エコ・オーガニズムのひとつであるエコ・アンバラージュ、食

品加工業者、大手メーカーと協約書を締結しました。これは、2012年までに原材料を

1700万トン節約し、二酸化酸素排出を1100万トン削減することを目的としたもので

す。こうした企業努力は、2012年末までに家庭梱包ゴミの資源再利用率を75％に引

き上げるという環境グルネル会議で制定された目標の達成に一役買うことでしょう。 

 

１１．モデル国家を目指して 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 国は、他の公共団体と同様、自らの判断が環境に及ぼす影響を考

慮せねばならない 

 
環境に配慮した調達を行う 

 2009 年より、国が購入する車輌は、特に職務に必要な場合を除き、1km あたりの

二酸化炭素排出量が 130g 以下の車輌のみとする。 

 2010 年以降、森林管理評価証書付き木材、または持続可能な方法で管理をされて

いる森林で伐採された木材を使用する。 

 官公庁における紙の使用量を大幅に削減する。2012 年までに使用する紙類の資源

再利用を拡大する。2012 年以降、リサイクルペーパーまたは持続可能な方法で管

理をされている森林由来の紙のみを使用するようにする。 

 職員食堂では有機食材を使用するよう努める。2010 年までに全注文額の 15％、

2012 年までに 20％を有機食材とすることを目標とする。 

 IT によるコミュニケーション技術の使用促進。ビデオ会議設備の使用促進。 



15  環境グルネル会議 

 

持続可能な発展のための施策 

 遅くとも 2009 年中に、すべての官公庁（建物）で、エネルギー消費と温室効果ガ

ス排出量についての現況調査を実施する。 

 エネルギー効率改善計画を実施し、2015 年までに 20％改善を目標とする。 

 国家援助を徐々に見直し、援助によって環境に悪い影響を及ぼすことがないよう

にする。 

 国の資金による開発援助計画において、環境考慮の比重を上げる。 

 2012 年までに国家公務員研修に持続可能な発展に関する教育内容を組み込む。 

 2010 年までに、持続可能な発展に関する国家戦略（SNDD）の枠内で、持続可能

な発展のための指標を作成する。 

 

ここでもはじまっています 

 社会の柱となれ 

「公共機構・公共企業の持続可能な発展のためのクラブ」は、持続可能な発展の社会

的な柱となることを約束しました。ご存知の通り、このグループは50ほどの公共団体

からなり、環境グルネル会議に自らのとるべき行動を記しています。これにしたがっ

て、本省は、2008年12月、健康保険及び健康保険国家基金組合（Ucanss）との協約締

結に至りました。これは、このふたつの機構内で、社会的側面から見た持続可能な発

展の基準（相互援助、公平性、権利と透明性の尊重）を指標という形で表すものです。 

 

12.ガバナンス、広報、研修 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 新しい形のガバナンスを設置し、国民により多くの情報を伝達す

る。持続可能な成長に関する研修を拡大する。 
 

 環境保護協会・基金について、権利と義務規定を設ける（基準は国務院が定める）。 

 環境問題を取り扱う国家・地方機関を再編成する。 

 環境と持続可能な発展に関して、地方自治体がさらに中心的な役割を担うように

する。環境と持続可能な発展に関して、自治体の連合組織を、地方自治体との協

議を担う国家諮問機関に参加させる。 

 環境問題の透明性の原則を改めて確認する。 

 鑑定方法や倫理性、透明性を保証するために、危機宣言や鑑定の後ろ盾となる機

関の設置を検討する。この機関は、鑑定結果が矛盾した場合のために控訴組織を

設けたり、緊急事態における指示が正式なものであることを保証したりすること
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になるであろう。 

 企業の環境社会責任を拡大する。 

 公共当局の保持する情報へのアクセスがだれにでもできるようにするため、国が

環境ポータルサイトを設ける。環境に影響を及ぼすような判断を当局が下す際に、

場合によってはそのプロセスに国民が参加できるようにする。 

 製品と梱包という組み合わせの環境と社会的側面からの特徴について、消費者に

対し、偏りなく客観的な情報を提供する。 

 製品やサービス提供が環境に及ぼす影響の評価方法策定プロセスに、事業者を参

加させる。 

 すべての教育分野において、持続可能な発展についての教育を施す。 

 

この目標に基づく行動計画 

 地方自治体職員向けに、持続可能な発展と環境保護に関する研修の設置を奨励す

る。 

 国民アンケートの手法を統一し、参加率を上げる。 

 環境に対するインパクトがもっとわかりやすくなるよう、一般市民参加による計

画案討議プロセスを改める。 

 環境保護への意識向上と情報提供のための国民向けキャンペーンを数年計画で行

う。 

 ヨーロッパレベルで共同し、改革を行う（欧州連合レベルでの分野ごとの指標統

一など） 

 

13.海外領土での環境施策 
環境グルネル実践計画に関し、 

2009 年 8 月 3 日の法律で制定された内容 

 

 フランス海外領土を環境優秀地域とする 
 

 自然災害対策を拡充する（地震、洪水など）。 

 エネルギーの自給自足をめざす。2020 年までに 50％を自給（マイヨットのみ

30％）、最終的に 100％自給自足を目指す（再生可能エネルギー向上の可能性大）。 

 海外領土独自のエネルギー診断法を導入する。 

 地震の危険性を考慮し、特例の省エネルギー法を導入する。 

 資源再利用と経済的評価を組みあわせた形で、他の見本となるような包括的廃棄

物処理を行う。 

 廃棄物処理に関して、地域間協力体制を作る。 

 生物多様性と水域をリストアップ、保護する。またその重要性を認知させる（特
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にサンゴ礁の生物多様性、保護種、保護海域）。 

 水源管理を拡充する。特に、飲用水供給と下水設備の安全性を 2015 年までに確保

する。 

 専用レーンを用いた公共交通によって領土内を結ぶ交通網計画を検討する。 

 ギアナ沿岸地域の鉄道建設計画を検討する。 

 気候変動に対処する。気候変動に対応した地方戦略を立てる。 

 採掘産業を管理する。2009 年にも、ギアナの鉱山基本計画を制定し、ニューカレ

ドニアの鉱山基本計画の持続可能性を評価する。 

 

ここでもはじまっています 

 ニューカレドニアのラグーン 

2008年7月8日、ニューカレドニアのサンゴ礁の大部分がユネスコ世界遺産として登

録されました。連続したサンゴ礁としては世界第二の規模で、フランス海外領土では

初めての世界遺産登録となりました。登録された地区は6つの水域に分かれ、ラグー

ン総面積は15000平方キロメートルに及びます。この水域には、サンゴ礁に住む生物

種のほとんどが生息しています。 

 レユニオンが模範例を見せる 

2008年7月、ジャン＝ルイ・ボルローは、ポール・ヴェルジェス地方議会議長、ナシ

マ・ダンダール県議会議長と、フランス海外領土において環境グルネルを実施するた

めの初めての協約を結び、「レユニオンの環境グルネル、改革成功（GERRI）」計画

が開始されました。目標は2020年までに島全体が持続可能な発展をとげる体制作りを

すること、2025年までにエネルギー自給自足を果たすことです。
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